
職員が安心して働ける環境づくりのため、当法人では処遇改善に関する取り組みを積極的に進めて

います。 「見える化要件」に基づき、私たちの取り組みを以下に公開いたします。 

 内容 当法人の取り組み 

入職促進に向け

た取組 

法人や事業所の経営理念やケア方針・人

材育成方針、その実現のための施策・仕

組みなどの明確化 

法人および事業所の事業計画に、毎年度「運

営方針」「重点目標」「研修・行事計画」を明

示し、計画に基づいた組織運営を行ってい

る。 また、法人理念については毎年の研修

を通じて全職員へ周知し、理念に基づくケア

の実践を徹底している。 

事業者の共同による採用・人事ローテー

ション・研修の ための制度構築 

法人内での人事異動、合同研修、職員交換研

修を実施し、事業所間での人材育成とスキル

共有を促進している。 

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢

者等、経験者・ 有資格者等にこだわら

ない幅広い採用の仕組みの構築 

資格や経験にとらわれない幅広い採用を行

い、無資格・未経験者には資格取得支援（受

講費用の法人負担、勤務調整など）を実施

し、入職後の成長を支援している。 

職業体験の受入れや地域行事への参加や

主催等による職業 魅力度向上の取組の

実施 

近隣学校からの職場体験受け入れや、施設イ

ベントへの学生ボランティア招待を積極的に

行い、介護職の魅力発信に努めている。 

資質の向上やキ

ャリア アップに

向けた支援 

働きながら介護福祉士取得を目指す者に

対する実務者研修 受講支援や、より専門

性の高い介護技術を取得しようとする者

に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービ

ス提供責任者 研修、中堅職員に対する

マネジメント研修の受講支援等 

資格取得を希望する職員に対して資格取得の

ための支援 (受講費用の法人負担、受講スケ

ジュールに配慮した勤務 日時の調整等)を行

っている。 

研修の受講やキャリア段位制度と人事考

課との連動 

外部研修の受講支援（受講費用・交通費負

担、勤務調整等）を行い、研修成果を人事考

課に反映する仕組みを整備している。 



 

上位者・担当者等によるキャリア面談な

ど、キャリアアップ等に関する定期的な

相談の機会の確保 

上位者・担当者によるキャリア相談の機会を

随時設け、多様な働き方やキャリア形成に対

応できる体制を整えている。 

両立支援・多様

な 働き方の推進 

職員の事情等の状況に応じた勤務シフト

や短時間正規職 員制度の導入、職員の

希望に即した非正規職員から正規 職員

への転換の制度等の整備 

個々の事情に配慮した勤務調整や、非正規か

ら正規への転換制度など、働き続けやすい環

境整備を進めている。 

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等

の職員相談窓口 の設置等相談体制の充

実 

メンタルヘルス相談窓口の設置、ストレスチ

ェックの実施、系列病院との連携による健康

診断など、職員が安心して働ける相談・支援

体制を整備している。 

腰痛を含む心身

の 健康管理 

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診

断・ストレスチ ェックや、従業員のため

の休憩室の設置等健康管理対策 の実施 

雇用保険対象職員に対し、系列病院での年 1

回（夜勤者は年 2 回）の健康診断と年 1 回の

ストレスチェックを実施し、健康管理を徹底

している。 

雇用管理改善のための管理者に対する研

修等の実施 

月 1 回、外部社会保険労務士を招いた労務会

議を開催し、雇用管理改善に向けた知識向上

を図っている。 

 

厚生労働省が示している「生産性向上ガ

イドライン」に基づき、業務改善活動の

体制構築（委員会やプロジェクトチーム

の立ち上げ又は外部の研修会の活用等）

を行っている 

厚生労働省のガイドラインに沿い、委員会活

動等を通じて生産性向上に向けた業務改善に

取り組んでいる。 

 



 

生産性向上のた

めの 業務改善の

取り組み 

現場の課題の見える化（課題の抽出、課

題の構造化、業務時間調査の実施等）を

実施している 

各委員会やヒヤリハット報告をもとに課題を

抽出し、改善策の検討・実施を継続的に行っ

ている。 

５S 活動（業務管理の手法の１つ。整

理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をと

ったもの）等の実践による職場環境の整

備 

整理・整頓・清掃・清潔・躾の徹底を全職員

に意識付けし、日々の業務の中で実践してい

る。  

やりがい・働き

がいの醸成 

ミーティング等による職場内コミュニケ

ーションの円滑化による個々の介護職員

の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容

の改善 

拠点長会議や責任者会議で労務環境・ケア内

容の改善点を協議し、ケアカンファレンスで

は支援方法を検討するなど、職員の気づきを

反映した改善を継続している。 

地域包括ケアの一員としてもモチベーシ

ョン向上に資する、地域の児童・生徒や

住民との交流の実施 

地域住民・自治体・学生ボランティアとの交

流を積極的に行い、地域包括ケアの一員とし

ての役割を実感できる環境を整えている。 

利用者本位のケア方針など介護保険や法

人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 

年間研修計画に基づく研修の実施に加え、職

員が自主的に学べるようネット配信サービス

を導入し、継続的な学習環境を整備してい

る。 


